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要　旨　学校教育における人権教育推進が求められている現在，教員養成系大学においては
学際的な人権教育が必須である。そこで，教員としての資質を高めることを目的として，人
権に関する「知的理解」と「人権感覚」の定着を目的とした参加体験型学習の導入及び「部落史」
の見直しの成果をもとにした社会科学習の流れの習得を期したカリキュラム構成を試行した。
学生の感想には，その効果と有用性，人権尊重精神の高揚と指導力の向上が見られた。
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１　はじめに

　「人権教育のための国連10年」（1995）を受け
わが国では「国内行動計画」（1997）を策定し，
人権教育を推進することとなった。また，人権
擁護推進協議会答申（1999）を踏まえ「人権教
育及び啓発の推進に関する法律」（2000）が制
定され，「国内行動計画」をより充実させ人権
教育を総合的・計画的に推進することを目的と
して，「人権教育・啓発に関する基本計画」１）

（2002）が閣議決定された。計画には，「学校，
地域，家庭，職域その他の様々な場を通じて」，

「多様な機会」に「効果的な手法」を用いて人
権教育を行うこととされ，高等教育では「大学
等の主体的判断により，法学教育など様々な分

野において，人権教育に関する取組に一層配慮
がなされるよう促していく」とある。
　人権教育は学際的に行われるべきものとされ
るが，大学教育においては人権を問題としてと
らえることに異論はなくとも，「発達した学問
体系としての確信が持てない」ことへの疑心
や，革新的なコースであるがゆえ「資金的配当
への困難さ」のため「アカデミックなコースに
おける適切な出発点」が問われてきた２）。ジェ
ンダー，同和問題，障害者など個別の人権課題
に関する教育は確立していても，人権教育とし
て総合化されていない現状が今もあるのではな
いだろうか。
　これに対し，初等・中等教育においては，総
合的な学習の時間の創設も相俟って，人権を
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テーマとした学習を推進している例も多く，ま
たその内容も多岐に亘るようになっている。

「人権教育・啓発に関する基本計画」では，「人
権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に
対する研修等の取組が不可欠」であるとされ，
特に，教職員に関しては，「養成，採用，研修
を通じて学校教育の担い手である教職員の資質
向上を図り，人権尊重の理念について十分な認
識を持ち，子どもへの愛情や教育への使命感，
教科等の実践的な指導力を持った人材を確保し
ていく。その際，教職員自身が様々な体験を通
じて視野を広げるような機会の充実を図ってい
く」ともされている。これに沿えば，教員養成
系大学においては，人権を「教職実践の根本的
構成原理」としてとらえ，これから教師になる
者には全て「人権の教育者および擁護者として
自覚」３）させるための教師教育プログラムを準
備しなければならない。このプログラムに関し
て，「人権教育の指導方法等の在り方について

（第１次とりまとめ）」４）（2004）では，学校教
育において「知的理解」と「人権感覚」に関す
る指導が重要とされ，「知的理解」と「人権感覚」
を柱として学習が構成される必要がある。
　そこで，担当授業の「授業実践論」において
も，人権感覚醸成をめざしたカリキュラム構成
を行い，学生の意識の高揚を図ることとした。

２　学校における人権教育の状況と課題
（１）参加体験型人権学習の展開
市民性教育の目的は，ナンシー・フラワーズ
らによれば「Protect，Reconstruct，Inform，
Mobilize，Enpower」とされ，これらは人権
教育の目標に通底するものととらえられてい
る５）。従来，人権学習は講義型の学習方法が主
であったが，行動する力を身に付けるための学
習方法として，1990年代以降，参加体験型学習
が提唱されてきた。わが国でもラルフ・ペット
マン『人権のための教育』６），スーザン・ファ
ウンテン『わたしの権利みんなの権利』７）など
が訳され活用が試みられてきた。国際理解教育
センター（ERIC・角田尚子代表）は５年間の
参加体験型学習指導者研修の成果を「人権教育

ファシリテーターハンドブック」８）に著し，ま
た，人権教育啓発推進センターもガイドブッ
ク９）を発行するなど，主として社会教育におい
てその活用が図られてきた。
　学校教育においては，大阪府同和教育研究協
議会『わたし　出会い　発見』10）の発刊の影響
は大きいものであった。本書は，同和教育実践
の課題を明らかにした上で，参加体験型人権学
習の必要性を訴えたものである。掲載のプログ
ラムや教材は実践を踏まえ身近なものにアレン
ジされており，多くの学校で活用されてきたと
ころである。
　以降，多くの自治体や関係諸機関で，参加体
験型人権学習の基本的手法や指導事例を掲載し
た指導資料が発行されているところである11）。
（２）香川における参加型人権学習の動向
　このような動きのなか，香川県教育委員会で
は，1994年度より社会教育指導者養成研修に
参加体験型学習を導入している12）。学校教育で
は，1998年度に参加体験型学習による教員研修
会が開かれたことが初発である。2003年３月

図１　参加体験型学習状況（小学校）

人権・同和教育主任研修会資料「人権・同和教育
推進状況調査」（香川県教育委員会）各年次より
作成。

図２　参加体験型学習状況（中学校）
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26日策定の「香川県人権教育基本方針」では，
「意欲・態度」「知識・理解」「意識（感覚）」を
人権尊重精神育成の三本柱として推進すること
とされた。翌年３月，『同和教育教職員ハンド
ブック』を全面改訂した『人権・同和教育教職
員ハンドブック』が出され，「香川県人権教育
基本方針」の趣旨を明確にしたうえで，意欲・
態度育成の有効な学習活動として参加体験型学
習が提唱されている13）。その後，2005年度から
は，従来の研修とは別にファシリテーター養成
のための講座が開催され，受講者の在任校での
実践事例をもとに，「参加体験型学習指導資料」

（４編，2006～2009）が発行された14）。
　このような動きにともない，学校での学習方
法も大きく変化するようになった。図１・２は
香川県内公立小中学校における参加体験型学習
の実施状況である。従来から「施設訪問等の交
流学習」「車いす体験等の体験活動」は，小中
学校とも実践している学校が多く見られたが，
先述の教育動向のなかで，「ワークショップ」
は，2004年度から2008年度の５年間で30ポイン
ト以上の上昇が見られ，数的にも倍増している

ことがわかる。そして，参加体験型学習未実施
の学校は，2008年度には皆無となっており，そ
の学習の効用が認知されたとも考えられる。
　ただし，同時に実践上の懸念も生じている。
ワークショップは，ゲーム感覚で行うアクティ
ビティも多いので比較的取り組みやすく，意見
交換も活発である。また，疑似体験などもとも
ない感覚的に理解できることから有効な体験的
学習の一つである。そして，「ふりかえり」や

「共有」によって「自己覚知→自己開示→自己
理解・他者理解→受容」と整理されながら学習
が進められ，その進行役となるファシリテー
ターは「教育的意図」ではなく「教育的意思」
を持って学習者と向かい合うことが大切とされ
る15）。ところが，学校では「子どもたちの話し
合いが活発だった」「よく子どもが動いていた」
などと，本来の目的とはかけ離れたところで授
業検討が進められていることも往々にして見か
けることがある。
（３）学校で取り組まれている人権課題
　香川県内の小中学校で学習されている人権課
題の状況について，図３～６により確認した

前掲「人権・同和教育推進状況調査」より作成。 前掲「人権・同和教育推進状況調査」より作成。

図３　取り組んだ人権課題（小学校・学習）

図４　取り組んだ人権課題（中学校・学習）

図５　取り組んだ人権課題（小学校・教員研修）

図６　取り組んだ人権課題（中学校・教員研修）
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され16），「武士への不満をそらす」ため「さら
に低い身分」を置いたとする「いわゆる権力創
出の」近世政治起源説にもとづいた記述が，小
中学校の教科書に載せられなくなった（小学校
2000年度，中学校2001年度～）。また，「部落
史」は，豊かな経済性を明らかにするととも
に，社会を担う重要な存在として位置づける研
究が深化した。教育部門では，1991年度に奈良
県教育委員会が「部落史の見直し」を提起し授
業を行ったことが全国の先駆けである17）。その
後，1997年度に実践された香川県の事例が紹介
され，福岡市同和教育研究会や高知県教育セン
ターなども授業案を提示した18）。香川県教育委
員会でも，基本的な考え方を『人権・同和教育
教職員ハンドブック』に示している。
　このような歴史学研究の成果や教育への提言
を受け入れず，未だに旧来の指導理念を踏襲し
ている事例も見受けることがある。研修の機会
がない場合もあったが，「説明しやすいから」
などと事実を歪めた指導を肯定する発言を聞く
こともあった。「新しい視点で授業改善を行い
たい」と筆者に助言を求めた小学校では，その
折に体系立った授業案が成立したが，数年後に
転任してきた教師は以前の形態で授業を行って
いた。先述した全体への拡がりへの課題，そし
て学校の指導方針としての継続性の課題が浮き
彫りとなっているのである。

３　教員養成段階での人権教育授業試案

　人権教育は推進されてはいるが，さまざまな
課題を内包した学校現場に，学生は間もなく身
を置くようになる。参加体験型学習のねらいや
手法を理解しないまま，また様々な人権課題に
関する研修が自助努力のみに任された状態で子
どもたちの前に立ったときにどのような働きか
けができるのであろうか。特に経験の浅いうち
は学びの意欲も高いが，自己研鑽の時間と機会
が十分確保できず差し迫った状態になれば，即
物的な，つまり目先の指導技術にばかり関心が
向けられがちになり，小手先の指導に終始する
恐れが広がってくる。学生のうちに，人権につ

い。
　年を追って多く取り組まれるようになった課
題は，「インターネットによる人権侵害」であ
り，特に中学校が著しい。中学生の携帯電話所
持の常態化と，ともに拡がるプロフ・学校裏サ
イトの課題から情報モラルに関する学習が喫緊
の課題としてとらえられていることを表してい
る。多く取り組まれている課題は，小中学校と
も「障害者」である。次いで，小学校では「高
齢者」，中学校では「同和問題」の割合が高い。
そして，小学校は「子ども」「同和問題」，中学
校は「高齢者」「ハンセン病・ＨＩＶ感染者等」
となっている。各学校により取り組む課題はそ
れぞれであろうが，全体的な傾向から考えれ
ば，身近な課題から社会的課題へと連接させて
いるように読み取ることができる。
　では，教員研修はどうであろうか。
　図５・６を見ると，小中学校とも「同和問題」
が群を抜いて高い。「インターネットによる人
権侵害」は時宜に応じた研修といえるが，前掲
の学校で取り組んだ人権課題と比較すると，若
干の疑問が生じる。
　小学校を例にとって見る。「障害者」に関す
る学習は70～90％の学校で取り組まれていたの
に対し，研修は30～60％でしか実施されていな
い。「高齢者」に関する課題では，60～80％に
対して10～30％と，さらに大きな開きが見られ
る。教員自身が研修をせずに授業に臨んでいる
ともいえるが，学年団・学級担任として授業研
究は行ったが学校全体としての研修はしていな
いため，結果に表れず，このようにポイントの
開きが出たと推察される。ただし，仮にそうで
あったとしても，学校として情報が共有されて
おらず，自らが担当学年として指導にあたると
き，従前の指導を踏襲してしまいがちになり，
新知見を加えた工夫改善が難しいことが想起で
きるのである。
（４）歴史を中心とした同和問題学習
　歴史を中心とした同和問題学習については，
差別的固定観念や偏見，被差別民の低位性を
強調してきた学習から，「部落史」の新しい研
究成果を生かした学習に再構築することが提言
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いての確かな「理解」と「感覚」，そして参加
体験型学習のスキル，ファシリテーターとして
の素養を体得しておく必要がある。
　そこで，「授業実践論」を担当するにあたり，
教員志望学生を対象に人権教育を構成し実践す
ることとした。
　本授業は，３年生を受講対象とする教育学部
選択科目である。2009年度は28名（３年生７名，
４年生20名，大学院生１名）が受講した。
　授業概要及び授業の目的・達成目標は次のと
おりである。
○授業の概要
　児童生徒の人格形成に関して，教師の人権感
覚は欠くべからざるものである。また，総合的
な学習の時間等においても「人権」を主題とし
た学習が多くの学校で行われ，児童生徒の人権
尊重意識の高揚に努めているところである。そ
こで，本授業では，「人権」及び「人権課題」
を科学的にとらえるとともに，授業における留
意点，人権学習のあり方等について探り，深め
ていきたい。
○授業の目的・達成目標
　・学校における「人権」の意義と児童生徒へ

の接し方について考えを深めることができ
る。

　・人権学習の理論と実際について理解し，基
礎的な技能を身につける。

　全体計画は，佐賀大学で参加体験型人権学習
を構成・実践している松下一世の学習モデル19）

を参考にした。先述の課題を考慮して「部落
史」を加え，採り上げる人権課題は「香川県人
権教育・啓発基本計画」（2004年１月）をもと
に設定した。また，教員養成を意図して，教壇
に立ったときに活用できるよう，下の５つの単
元に構成した。
（０）オリエンテーション（第１時）
（１）「人権」とは何か（第２～３時）
（２）様々な人権課題（第４～７時）
（３）社会科における同和問題学習（第８～10時）
（４）学校における人権教育（第11～12時）
（５）人権学習を作る（第13～14時）
　具体的な授業計画は次頁のとおりである。

　（１），（２）では「人権」，人権課題という基
本概念を身につけ，人権教育の必要性を認識さ
せることを目的とした。学習の流れは，人権全
般から個別人権課題へと焦点化し，また個別人
権課題から人権全般へと一般化できるよう配慮
した。人権課題は「女性」「子ども」「高齢者」「障
害者」「同和問題」「外国人」「ハンセン病患者・
元患者」を採り上げ，ここまでの学びを単なる
授業の感想ではなく，個別人権課題または人権
教育など，個人的に関心の高い事項をテーマに
してレポート提出をさせた。
　（３）～（５）では，学校教育現場での実践
につなぐとともに，自らの行動化を図る意欲・
態度を育てることを意図した。特に（３）は，
受講生が，小中学校時代に先述した「いわゆる
権力創出の」近世政治起源説にもとづき「差別」
と「貧困」の悲惨史観による学習を受けた世
代である20）。教員をめざす彼らが児童･生徒時
代の学びをもとにして授業に臨んだとき，「『常
識』として固まっている差別的固定観念や偏
見，低位性ばかりを強調してきた過去の『部落
問題学習』の残滓を，うち破っていくことは不
可能」21）であるばかりか，教育内容に関する「負
の連鎖」を断ち切ることができない。そのため，
本単元を設定した。
　（４）では，人権教育は教育活動全体で行わ
れることを意識させるため，「常時指導」の在
り方と仲間づくりの要点を学習の中心にした。
また，教師の応対が子どもの成長に大きく関わ
ることも認識させるよう配慮した。
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「授業実践論A」授業構成

単元 キーワード
指　　導　　内　　容

おもなアクティビティ・資料等 ね　　ら　　い

（0）
OR

（第１時） ・シラバス
・ジャンケンゲーム

・授業のねらいを明確にする
・固定観念にとらわれた自分に気づく

（1）
「
人
権
」
と
は
何
か

（第２時）
・人権
・人権を侵害するもの

・フルーツバスケット
・仲間さがし・仲間こわし
・多数派少数派ゲーム
・権利の熱気球
・谷川俊太郎の世界人権宣言

・自己をふりかえるとともに異なる考え方があること
に気づく

・疑似体験した感情と同じような感覚が身近なところ
や社会で起っていないか考える

・権利について考え，異なる考えを受容する
・人権はほしいものではなく必要なものであることに

気づく

（第３時）
・人権教育

・握手と紙で自己紹介
・まちをみる
・宇宙人がやってきた
・人権教育の４つの側面

・周囲の様々な思いに気づく
・課題を明確にすることの重要性を理解する
・一面的，固定的な見方の間違いに気づく
・人権教育の目的と人権課題を知る

（2）
様
々
な
人
権
課
題

（第４時）
・女性
・子ども

・こんな人をさがそう
・色，いろいろ
・さまざまな性と生
・パパ，どうしてママをぶつの?
・子どもの権利条約

・積極的に関わることが他者理解につながることに気
づく

・その人らしさを尊重することが大切なことを理解す
る

・ＤＶも児童虐待であることに気づく
・子どもには「生存」「発達」「保護」「参加」の権利が

あることを理解する

（第５時）
・障害者
・高齢者
・ユニバーサルデザイン

・聴くことからはじめよう
・目かくし散歩・高齢者体験
・あなたはどっち

・傾聴はコミュニケーションの重要な要素であること
に気づく

・疑似体験を通して，相手の立場を理解しよりよい関
わり方を考える

・ユニバーサルデザインの意義を知る

（第６時）
・外国人
・ハンセン病患者・元患

者等

・あいさつをつくろう
・ちがいのちがい（外国人）
・本当に知っている？ハンセン病

・異文化と適応する方策を考える
・ 「違い」と「間違い」を見極める大切さに気づく
・ハンセン病に対する理解を深める

（第７時）
・同和問題
・結婚差別

・ ４つのわたしひとつのうそ
・同対審答申，地対協答申
・結婚差別プラスの力
・シンデレラの一生

・ 「予断」「偏見」「差別」の意味を知る
・同和問題に対する理解を深める
・差別解消にはプラス要因（味方）を増やすことの大

切さを知る
・人生に一番大切なものは何かを考える

（3）
社
会
科
に
お
け
る

同
和
問
題
学
習

（第８時）
・教科書記述

・社会科教科書編年比較表 ・教科書記述の変化から「部落史」の認識の変化の理
由を考える

（第９時）
・「部落史」

・ 「部落史」研究の整理
・高松藩身分史関係史料

・研究史の整理から「いわゆる権力創出の」近世政治
起源説から転換していることを知る

（第10時）
・授業構成
・人権総合学習

・中学校社会科（歴史的分野）学
習指導案

・学習指導案を比較し，基本的認識のちがいを確認す
る

（4）
学
校
に
お
け
る

人
権
教
育

（第11時）
・対立
・いじめ
・知的理解・人権感覚

・ ４つの部屋
・いじめの関係図

・対立の解決には創造性が求められることを知る
・問題解決には中立は存在しないこと知る

（第12時）
・セルフエスティーム
・アサーション
・常時指導
・学級目標づくり

・気持ちに耳を傾けよう
・アサーティブトレーニング
・常時指導
・クラス目標づくり

・多様な感情を持って生活していることを知り，ア
サーティブな表現方法を身につける

・学校での日常的な配慮事項を知る
・参加体験型の学級経営を知る

（5）
人
権
学
習

を
作
る

（第13時）
・平和・環境・開発

・エビ・バナナから見えるもの
・ＯＤＡ民間モニターＤＶＤ
　（バングラデシュ）

・「平和」「環境」「開発」という世界的視野から人権を
考える

・自ら学習課題を設定できる

（第14時）
・参画
・ファシリーテーター

・計画の樹 ・ビジョンを持って行動することの大切さと計画立案
の重要性を知る

・授業全体の内容をまとめ，確認する
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　（５）では，世界的視野で人権を見つめさせ
るとともに，行動は身近な一歩が必要なことを
意識できるようにした。
　後半のレポートも前半と同様に個人の意識の
高い事項をテーマとしたが，指導内容から実践
的な内容が書かれることを期待した。また，自
己の行動をふまえた提言を述べることとして

「人権尊重社会のためにこれから自分ができる
こと」をテーマに最終レポートを提出させた。
　１時間の構成は，アイスブレーキング（心ほ
ぐし）→ワークショップ（体験→ふりかえり→
共有）→全体の共有が基本である。アクティビ
ティは学校現場で活用できるものもおりこみ，
活動重視の観点から授業の要点はパワーポイン
トにまとめ，授業の終わりに配布した。アイス
ブレーキングについては，下表のように，自己
内省から他者理解，そして提案型へと発展して
いくように留意した。

時 アイスブレーキング ねらい
1 ジャンケンゲーム 自

2
フルーツバスケット 自 他
仲間さがし・仲間こわし 自 他
バースディラインアップ 他

3
リラックスネーム 自
握手と紙で自己紹介 自 他

4 こんな人をさがそう 自 他
5 聴くことからはじめよう 他
6 あいさつをつくろう 自 他 提
7 ４つのわたしひとつのうそ 自 他
11 ４つの部屋 自 他 提
12 気持ちに耳を傾けよう 他 提

自：自己内省　他：他者理解　提：提言（参加・協力）

　また，受講生には，「受講生の仲間づくり」
を，最低でも名前を知り合うことができること
を別に目的として設けていると，オリエンテー
ション時に伝えた。
　以下，各時間の流れと学びをふりかえってい
きたい。

４　授業内容及び学生の学び

　授業の流れが明確になるよう一人の女子学生

の授業直後の感想（原文）を掲載し，おもな活
動と感想をコメントとして紹介する。
　この学生は，県外の短期大学から編入してき
た。香川に親類など所縁はなく，所属研究室の
学生も受講していないことから他の受講生とも
面識がない。人間関係構築が喫緊の課題である
なかでの心情変化がうかがわれるものとして取
り上げた。
（０）オリエンテーション

　「アクティビティ」「アイスブレーキン
グ」という用語をはじめて聞きました。今
日の導入はとても楽しくて９月の実習にぜ
ひ使っていきたいなと思います。「話したく
なるピンマイク」はなるほどなぁ…。こう
いうネタだと子どもたちも話しやすくなっ
て素敵な言葉かけだなあと思いました。私
は４月に入学してきたばかりの編入生です。
この授業ではまわりは誰も知らない人達ば
かりなので楽しく友達の輪を広めていきた
いと思います。この授業の目標は先生から
教師のネタを盗むこと，自分の考えをきち
んとまわりに伝えられるように頑張りたい
です。半年間よろしくお願いいたします。

　オリエンテーションでもあり，授業の雰囲気
を伝えるため，アクティビティを一つ行った。

「勝ち」「あいこ」「負け（後出し）」の順にジャ
ンケンゲームをしたところ，他の学生の感想に
は「笑顔」という言葉が多く書かれ，人間関係
を築くための必要条件であることを体感してい
るようである。勝つことを強いている自己をふ
りかえっている学生がいれば，最後まで勝てな
かった学生は，「一番多くの人と出会えた人」
とかけられた言葉に，恥ずかしい思いから「救
われた」と感じていた。
　彼女は，話しやすい雰囲気づくりのためのス
キルに関心を持ち，仲間づくり，話し合いの手
法習得を目標の一つに置いた。また，「自分の
考えをきちんと伝える」こともあげているが，
内容面であるか態度形成の面であるかの判別は
つかない。
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（１）「人権」とは何か

　「人権」とはもっと堅苦しいものだと思っ
ていました。しかし今普通に過ごしている
こと一つ一つが人権に含まれているんだな
あと思いました。また色んなゲームを通し
てかなりの人とも言葉を交わし，笑って過
ごせるような授業になってきました。そん
な笑って過ごせることは，認め，認められ
る権利に入っていることにも気づきました。
「人権」って考えれば考えるほど深いな～と
感じることができました。先生は旅行の人
権についてどう考えられますか。私は，旅
行は大好きだなあと思います。

　「フルーツバスケット」では，鬼がいないこ
とでゆっくりと移動できることに安堵感を感じ
る学生がいた。「仲間さがし・仲間こわし」では，
声を発しなければ相手に自分の意志が伝わらな
いこと，「バースディラインアップ」では様々
な意思表示の方法があることにも気づいていっ
た。
　「多数派・少数派ゲーム」は，一人だけ異な
る行動をさせることによる孤立感を疑似体験さ
せるアクティビティである。体感することの重
要性を殆どの学生が述べていた。多数派にいる
ことで「安心感」を感じた学生が多いなかで「心
苦しさ」を感じた学生もいた。授業で用いる際，
そのタイミングや人選などの難しさを考えても
いた。
　「権利の熱気球」では，多様な価値観がある
ことに気づいていた。また，過去に経験した学
生は，下宿暮らしを通して価値観が変容してき
たことを振り返っていた。

　４つのネタをもとにして自己紹介させた。話
が深まるのかどうか疑心暗鬼の学生もいたが，
話す内容がはっきりしており，さらに知りたい
と思い話が弾んだ学生が多かった。また，笑顔
で聴くことの重要性に気づいた学生もいた。
　町の切実な問題を考える「まちをみる」，初
めて地球に来た宇宙人に人間とは何かを説明す
る「宇宙人がやってきた」のアクティビティ
では，異なった見方があることに気づくとと
もに，課題を明確にする必要性を感じていた。

「人間」は多様であるため定義することが難し
く，自分のものさしで測ることの間違いを感
じ，気づき，「人権」を考える前に「人間」の
本質を問う必要性があるとの感想もあった。

（２）様々な人権課題

　班によって男女の性質の分け方が違いま
した。あきらかに推定だろうという答えか
ら確かになあと事実に思うことまで色々あ
りました。また，導入のゲームでは，なか
なかあてはまる人がいなくて苦戦しました
が，聞かれる所はすべて同じで驚きました。

「話を聞くほうが好き」というイメージを持
たれているんだなぁと感じました。

　「こんな人をさがそう」は，女性に関する課題
を考えさせる導入として行った。第一印象がそ

　最近，導入のおかげでみんなの顔をなん
となく覚えられるようになってきました。
今日も５人の人と自己紹介をし，紙切れ１
枚ではとても伝わらない，何だか伝えたい
し，聞きたいし，というような雰囲気にな
りました。とても楽しかったです。また，
「人間」について考えたとき，予想もしな
かったことが他の人の頭から出てきて「な

るほどな。」と思うことがたくさんあります。
これからも他の人の意見を大切に，授業を
受けていこうと思います。
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の人の人格まで想像させてしまうことを気づか
せたかったが，あまり感想には表れなかった。
　女性に関する課題では，まず自分が持ってい
たランドセルの色を塗り絵させたものを分類さ
せたところ，見事に黒と赤と，性別ではっきり
と分かれた。そして，「男性は～」「女性は～」
と付箋紙に書かせ，「ジェンダー」「セックス」，

「推定」「事実」の二次元軸で分類させた。「男
性よりも女性の方が分類が難しい」，「女性のイ
メージが男性と女性では異なる」，「多くが推定
の領域でイメージされている」など様々な感想
があった。
　子どもに関する課題では，子どもの権利条約
を「生存」「保護」「発達」「参加」に分類させた。
多くが「保護」に分類され，保護する対象とし
ての子どもという印象が学生には強かった。
　「守る」という視線が「参加」を軽視するこ
とにつながると考えた学生もいた。

　杖をつき，介護してもらいました。いつも
は気づかない小さな段差にもよくつまづき，
学校はバリアフリーではないなあと感じまし
た。相手を信頼していないと肩を預けること
ができないなあと思いました。黄色いボツボ
ツに自転車を止めている所をよく見ます。一
人一人の気づきでもっといい社会になるので
はないかなあと，私自身ももっとまわりに目
を向けていこうと思いました。

　導入で，傾聴の重要性を感じさせた。聞いて
いるようでも，聞いていないことが分かり，話
しづらい様子を感じ取っていた（別の授業でこ
のアクティビティを行ったとき，学生が本気に
なって怒ったことがあった）。
　アイマスクや高齢者体験器具を使用し，障害
者・高齢者に関する体験活動を行った。少々の
段差にも不安を感じながらも介助の手のぬくも
りや声かけに安心感を抱いていた学生が多かっ
た。また，器具を装着しての動きにくさや視界
の悪さを体験し，祖父母を労わる気持ちが高
まった学生もいた。
　その後で，高齢者に関して「あなたはどっ
ち」のアクティビティを行った。延命措置，運

転免許の返納など，体験前の高齢者に対して抱
いていた考えをふりかえり，判断に悩む学生も
いた。
　最後に，ユニバーサルデザインの原則とおも
な製品，ＪＲ高松駅の施設の紹介をした。授業
後，個人で実際に駅舎を探索した学生もおり，
多くの発見をしたことが伝えられた。

　今日は「世界がもし一つの村だったら」
のようなみんなで共同生活をしようという
テーマで話し合いました。私の班では，衣
食住を大きく考え，みんなで深くまで色ん
なことを話し合いました。今は，日本でぬ
くぬくと暮らしているけれど，もしいつか
急にこの生活が終わり，色んな国の人と住
まなければならなくなったとき，言葉も伝
わらなければジェスチャーもあいまい…。
目と目のアイコンタクトか相手を思う気持
ちで何とか伝えていくしかないのだなあと
思いました。

　課題で出した子どもの塗り絵から，まず「は
だ色」の概念を問い，人はそれぞれであること
を知らせた上で，「あいさつをつくろう」のア
クティビティを行った。異なる挨拶文化が混在
するなかで異文化理解を促し，共存への提言を
求めたところ，新たなルールづくりを考える学
生も出てきた。外国人に関する「ちがいのちが
い」で，認められる「ちがい」と「間違い」を
明確にさせ，ハンセン病に関する課題では○×
クイズを行い，理解を深めるよう心がけた。
　学生は，「郷に入れば郷に従え」的な考えや，
自己の「ものさし」で物事を判断することが多
いことに気づいていった。

　人それぞれで色んな考え方があると思い
ました。また，結婚にしても私の郷里はと
くに厳しく，酒の相手ができないといけな
い，嫁入り道具が必要，マナーがはんぱで
ないなど数々の伝統的なルールがあります。
愛の力があれば，気にしなければ何とかな
るということも言えますがどうにもならな
い問題もあるようです。今もまだ色んな差
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　予断について考えさせるため，「４つのわた
しひとつのうそ」のアクティビティを導入で
行った。印象だけで個人を判断する自己を内省
している学生の感想もあった。
　その後，同和対策審議会答申（1965），地域
改善対策協議会意見具申（1996）をもとに同和
問題に関する課題を説明し，様々な課題を横断
する人権問題として結婚差別をとらえ，「結婚
差別プラスの力」のアクティビティを行った。
できるだけプラス面を出させることを意図し，
学生も結婚には関心が高く，討論を深めようと
していたが，改善の意欲はあっても生活経験に
基づく提言を見出していくことは難しかった。
　最後に，様々な人権課題のまとめとして，自
己の将来を投影させるべく「シンデレラの一生」
のアクティビティを行った。「子育て」「子の自
立」「介護」「病気」など，ライフサイクルで考
えなければならない状態に思いを馳せていた学
生も多かった。
（３）社会科における同和問題学習 　本単元は，近世身分制のとらえ方，学習内容

の変化を理解させることを目的に実施した。
　まず，聖徳太子像や源頼朝像などに「伝」が
付記されていることを説明し，歴史認識は大き
く変わっていることを認識させた上で，小学校
社会科教科書の近世身分制に関する記述（1999
年度，2000年度，2002年度，2005年度）を比較
させ，その理由を考えさせた。
　次に，その答えとして「部落史」研究史の整
理を行い，近世身分社会について，「区別」「社
会的分業」「生産と労働」をキーワードとして
解説した。また，県内の史料を用いて百姓の

「差別意識」を読み取らせ，「差別」は人の心が
生み出すものであることに気づかせていった。
また，殆どの学生が近世身分制概念をピラミッ
ド型で学習していたので，下図を用い制度的に
は身分間に上下がないことを視覚的に訴えたう
えで，近世は「差別意識」が問題であり，その
意識をもって「部落差別」が近代に始まること

別が消えきれていません。私たちはいちは
やくそんな問題で苦しんでいる人に目を向
けていかなければならないと思います。

　導入での人物は誰でしょうクイズで，初
めて「伝」がつくということを知りました。
また，歴史が動いているのは本当であると
いうことと，教科書を練りなおし，より分
かりやすい表現に変えていることを知りま
した。私もこの単元を習ったときは，武士
が悪い，かわいそうだと思っていました。
しかし，最近の改訂された教科書と見比べ
ると，より詳しく，身分はあるものの全体
で支え合っていたということがよく伝わり
ます。表現一つでこんなにも変わるのだな
と，教科書の力を恐ろしいなと思いました。

　この前の土日に生活科研究で和三盆工場
の三谷製糖に行きました。その後の発表劇
で写真にあった臼，牛，人間役で砂糖作り
を再現しました。なので理解しやすかった

　身分制度について考えて，一番驚いたこ
とは，私はピラミッド型でこの単元を学び，

「『えた』・『ひにん』の人々は何てかわいそう
なんだろう」と思っていました。しかし，私
が学んだ同時期の先生の指導案は進んでお
り，教師の取り組みや積極性は特に大切なこ
となんだと感じることができました。また教
師が，自分が習ったことと同じことを指導
するのではなく，「歴史は変わっているんだ」
ということを常に頭に入れ，教師自身も環境
によって，また常に学び，児童に向けて児童
が自ら考えることのできるような授業作りを
目指さなければなあと思いました。

です。また，今日は歴史だらけでしたが，
京都に旅行に行くようになってから，前よ
りかすんなり耳に入り興味も沸くように
なってきました。先生が歴史人物について
語られているとき，「そうそう」と同意する
力はありませんでしたが，「そうなのか」と
学ぶことはできました。知らないことをた
くさん聞けてよかったです。
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　「いじめの関係図」では，ブレーンストーミ
ングにより「当事者」を洗い出した。最初は「加
害者」「被害者」の関係に終始していたが，「傍
観者」「支援者」のキーワードから，様々な人
や機関が関係し，複雑に入り組んでいることが
明らかになり，自分も「当事者」の一人となる
ことを認識していた。

　子どもの気持ちになって考える時間でし
た。同じイラストや同じ発問に対して答
えを考えたはずなのに，班の中で意見が近
かったり，逆だったり，全く同じ意見とい
うのはなかなかありませんでした。だから，
常に自分の意見は正しいという思い込みで
はなく，他の人の意見も聞きながら，同意
したり否定しあいながらお互いに大きく
なっていけばいいなと思います。これから
も人の意見を聞き入れられるようにしてい
きたいです。

　子ども理解，関係づくりのため，「気持ちに
耳を傾けよう」「どう感じてる？」のアクティ
ビティを行った。人によって感覚や感じ方が異
なり，反応や行動のちがいで認められなかった
り，排除されたりすることが起こることに気づ
かせ，自尊感情を高める必要性について説明し

る必要性を感じた学生もいた。また，「納豆が好
き」という発題には，客観的な討議であれば冷
静にメリット・デメリットを話し合えるが，主
観が入れば「これはどうにもならなかった」と
いう感想もあり，妥協点の難しさを感じていた。

　山下隆章「江戸時代の身分制度」（香川県部落
史をどう教える会編『私たちが創る部落史学習』，
2001，86頁）より引用。

を説明した。
　最後に，筆者が実践してきた中学校学習指導
案（1983年度，1988年度，1997年度）を比較検
討させた。1997年度の指導案は，「部落史」研
究の流れを受け開発したものである。単に教科
書記述だけではなく，教師がどう指導するか意
図を明確にすること，情報収集を怠らず正しく
理解していく姿勢を忘れないことなどを感じ
取っていた。
（４）学校における人権教育

　担任も当事者になることを気づくことが
できませんでした。よく考えると確かにい
じめられている子，いじめてしまう子を助
け出そうとする行為は大人としての役割で
あり，当事者になるなあと理解することが
できました。また導入のゲームでコミュニ
ケーションをとっていきましたが，話が合
うと簡単に移動することができますが，自
分と違う意見を持っていると，どちらかが
少し我慢というか一歩引かなければなり
ません。自己を形成していく子どもたちに
とっても，他人を思いやるとても大切なこ
とであったなあと思いました。

　導入の「４つの部屋」では，１人から２人，
４人と人数を増やし，「そう思う」「どちらかと
いえばそう思う」「どちらかといえば思わない」

「そう思わない」の判断をさせた。対立した意見
には妥協することだけでなく，新しい考えを創
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た。教員として関わるうえで，アサーティブな
表現が望ましいことを理解させるため様々な表
現方法で場面指導させたところ，その表現の重
要性は認識したものの一番難しいと感じた学生
が多かった。
　その後，人権尊重を視点においた常時指導の
在り方，参加型人権学習を活用したクラス目標
づくりの具体などを紹介した。提示した具体的
事例を自分も遭遇するものととらえて考えよう
とする姿勢も感想からうかがえた。
（５）人権学習を作る

　「環境」「開発」「平和」なども人権という範
疇で考えることができるよう，「ぼくはエビ」
のアクティビティを行った。その際，「一本の
バナナから」を補助資料として用いた。私たち
の生活は多くの人により支えられていること，
経済の不均衡が人を苦しめていること，環境破
壊など多角的に学生はとらえていた。
　後半では，バングラデシュでの日本のＯＤＡ
活動を視聴させ，自分が授業を構成する際の観
点を明確にさせた。最後にフォトランゲージを
紹介したが，人権教育にも視聴覚教材が効果的
であることもよく理解していた。

　最後の授業であり，行動することの重要性を
考えさせるため，「計画の樹」を行った。「人権
に関するプロジェクト」のテーマ設定にてこ
ずっていたが，決定すると，あとはよく考えを
広げられていた。一見すると人権に関係のない
と思われることでも関わりがあること，人権を
意識しないと問題を見逃してしまうこと，自分
自身が人権尊重社会の主体者であること，行動

　エビの話で，日本は自分たちのことばか
りでひどいことをしているのだなあと思
いましたが，先生が映っていたビデオを見
て，バングラデシュに学校を作ったり，橋
を作ったり日本も日本なりにできることを
やっていこうとしているのだなあと感じま
した。日本に生れてよかったと思うか悪
かったと思うか，自分がどの立場にいるの
かをしっかり考えて，私なりにできること
をやっていきたいと思います。子どもたち
にも語りかけて考える力を養って欲しいな
と思います。

　今日で最後の授業でした。これまで人権
問題について色んな視野から物事を見てき
ましたが，色んな立場に立って物事を見れ
るようになった気がします。今日は多文化
共存について話し合っていく中で，親，子
ども，教師，地域と誰が何を思って，どん
な風に考えているのだろうかと話し合いま
した。グループ活動は自分以外の別の意見
が聞けるので，今までなかった気づきがた
くさん出てくると思いました。半期という
短い間でしたがありがとうございました。
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126，1999年），p. 26。

16）寺澤亮一「人権教育としての部落解放を」（『部

落解放』452，1999年），pp. 21～22。第50回全国同

和教育研究大会（1998）の記念講演において，今

後の学習の在り方を示すものとして述べている。

17）『同和教育の手引き』第34集。

することは大切であるが難しく，その難しさを
どう乗り越えていくかなど，感想からは人権教
育の可能性と課題を認識できたと推察される。
　以上が授業と学生の感想の概要である。

５　おわりに

　「学生による授業評価」（５段階の尺度評価，
回答数26名）は，「到達目標の達成度」4.35，「授
業の満足度」4.65，「内容の具体性」4.69，「興
味･関心の喚起」4.69であり，学生の意識とし
ては充実した授業内容であったと感じている。
また，人権は身近なものであること，堅苦しく
考える必要のないことなど，重要なものである
がゆえにそのように考えていく姿勢が求められ
ることにも気づいた学生が多かった。
　本稿では，授業の構成を重視して構成したも
のである。レポートを含めた学生の感想につい
ては，今後詳細な分析を加え考察していきたい。
　いじめ，校内暴力が教育的課題として取り沙
汰されていること22）からも明らかであるよう
に，学校教育において，人権教育推進が喫緊の
課題であることは言を待たない。また，学力向
上という観点から志水宏吉も人権教育・同和教
育を基盤にした学校経営が重要であることを述
べている23）。しかしながら，「人権教育の推進
に関する取組状況の調査結果について」によれ
ば，人権教育に関する全体計画，年間計画が策
定されていない学校が３分の１にものぼってお
り24），学校にとって人権尊重が身近な存在とし
て認識されることが早急に望まれる。
　世界的には，国連人権理事会は，「人権教育
のための世界プログラム」第２段階（2010年～
2014年）として，高等教育と「あらゆるレベル
における」教員，教育者，公務員，法執行官，
軍関係者の人権研修に重点を置くこととして決
議した25）。
　教員養成系大学は，学生に対し，人権教育の
さらなる充実が求められているのである。
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